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独立行政法人住宅金融支援機構「災害復興住宅融資（東日本大震災）」対応 

住宅つなぎローン「アプラスブリッジローン」提供開始 

 
先般の東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心より 

お祈り申し上げます。 
当社の連結子会社である株式会社アプラス（以下：アプラス）は、独立行政法人住宅金融支援機構（本店：東京

都文京区後楽１-4-10、以下：住宅金融支援機構）が提供する「災害復興住宅融資（東日本大震災）」ご利用のお客

さまを対象に、同災害復興住宅融資に対応した住宅つなぎローン「アプラス ブリッジローン」を提供させていただき

ます。 
記 

1．趣旨 
アプラスでは、東日本大震災で被災された皆さまのお役に立てるよう、被災住宅復興のための建設資金、購入

資金または補修資金の借入れを目的とした住宅金融支援機構が提供する「災害復興住宅融資（東日本大震

災）」の融資承認を得ているお客さまを対象に、同災害復興住宅融資に対応した商品を提供させていただきま

す。 
 
2. 「災害復興住宅融資」対応 住宅つなぎローン「アプラス ブリッジローン」概要 

本ブリッジローンは、住宅ローンの融資実行時までに、従来から対応している住宅建築における「土地購入代

金」、「建物建築中間金」に加え、災害復興住宅融資の商品設計からご要望が多いと想定される「建物建築竣工

金」の必要が生じた場合にも対応し、住宅金融支援機構から同災害復興住宅融資の融資承認を得ているお客さ

まに対して、融資実行までの間のつなぎ資金をご融資させていただく商品です。ご融資金利は通常年 2.675％

（固定）のところ、年 1.975％（固定）とさせていただきます。（適用金利は平成 23 年 9 月 9 日現在） 
ご融資金額は「災害復興住宅融資（東日本大震災）」の融資承認額内で、郵送とお電話でお手続きができるた

めお客さまのご来店も不要です。 
 
＜お申込みの流れ＞ 
 
 

 

 
 
 
 
3．期間 

平成 23 年 9 月 13 日～平成 28 年 3 月 31 日まで   
 （住宅金融支援機構「災害復興住宅融資（東日本大震災）」の受付期間に準ずる）

 
4．お申込み・お問い合わせ 

URL http://www.aplus.co.jp/loan/tsunagi/index.html （後日、「資料請求申込書」を掲示させていただく予定です） 
TEL 03-5229-3653 （9：15～17：30、土日祝・休） 
 

当社グループは、今後も新生銀行グループにおける消費者向けファイナンスの主要な子会社グループとして、 

お客さまに優れた金融サービスを提供することで、人々の豊かな暮らしづくりに貢献してまいります。 

 

以  上 

報道機関からのお問い合せ先 ：アプラスフィナンシャル 企業戦略部 金崎 (TEL:03-5229-3986) 
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